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物流効率化法（物資の流通の効率化に関する法律）の概要



運行経費補助
上限500万円

（補助率：1/2以内）

省人化・自動化機器導入
上限300万円

（補助率：1/2以内）

計画策定経費補助
上限200万円

（補助率：定額）

上限総額
500万円

省人化・自動化機器導入
上限500万円

（補助率：2/3以内）上限総額
1,000万円

補助上限・補助率
１ 協議会の立上げ
・物流事業者、荷主等の関係者による物流効率化に向けた意思共有

２ 協議会の開催
・関係者の参集、輸送条件に係る情報やモーダルシフト等の実現に
向けた課題の共有及び調整、CO2排出量削減効果の試算 等

３ 総合効率化計画の策定
・協議会の検討結果に基づき、物流総合効率化法に規定する
「総合効率化計画」の策定

４ 総合効率化計画の認定・実施準備

５ 運行開始

モーダルシフト等推進事業

○ モーダルシフト等の物流効率化の取組について、①物流効率化法に基づく「総合効率化計画」の策定経費（協議
会の開催等）や、②「認定総合効率化計画」に基づくモーダルシフトやトラック輸送の効率化（幹線輸送の集約化、
中継輸送、共同配送、貨客混載等）に関する事業の初年度の運行経費に対して支援。

○ ①、②のうち、省人化・自動化機器の導入等の計画策定や実際に当該機器を用いた運行には、補助額上限の
引上げ等を実施。

○ 物流分野の労働力不足に対応するとともに、温室効果ガスの排出量を削減しカーボンニュートラルを推進するため、
物流効率化法の枠組みの下、荷主・物流事業者を中心とする多様な関係者と連携したモーダルシフト等を推進。

※モーダルシフト：現行の輸送手段と比較して、CO2排出量の削減及び省力化効果がより高い輸送機関に転換等をすることで輸送の効率化等
を図ること。

事 業 目 的

事 業 内 容

計画策定経費補助

運行経費補助

実施に向けた主な流れ

無人フォークリフト無人搬送車 ピッキングロボット

＜省人化・自動化機器の導入例＞
・荷物の保管場所から荷さばき場までの無人搬送車での

移動
・ピッキングロボットや無人フォークリフトを使用したパレット、

コンテナ等への荷物の積付け

省人化・自動化への転換・促進を支援

・貨客混載をはじめとするラストワンマイル配送効率化の取組について、過疎地域以外の取組も補助対象に追加
昨年度事業との主な変更点
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今年度の募集終了



モーダルシフト加速化事業
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参考資料

今年度の募集終了
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参考資料

四次公募：10月31日まで



○ 災害が激甚・頻発化している中、災害時や電力不足時に
おいても、物流拠点において電源機能を維持することにより、
迅速かつ円滑な物資輸送体制を維持・確保することが必要。

○ 一方、非常用電源設備は、導入費用の高さを考慮すると、
自助努力で導入することは企業にとって大きな負担。

○ 災害時等のサプライチェーンの確保や災害対応能力強化のため、サプライチェーン上で重要な物流施設への非常用
電源設備の導入支援を行い災害時等における電源機能を維持し、円滑かつ迅速な物資輸送体制を維持・確保。

事 業 目 的

災害時等のサプライチェーンの確保等による物流施設の災害対応能力強化

○ 営業倉庫等の物流施設は、災害対策基本法に基づく防災基本
計画においても災害時の物資拠点としての役割が期待されており、
国民の安定的な生活の確保と社会の安定の維持に不可欠な
サービスとして事業の継続が不可欠。

○ 近年の災害時（平成30年台風第21号や令和元年台風第15号）に
おいて、物流施設で停電等が生じており、それによって物流の現場
に混乱が発生。

必 要 性 ・ 課 題

【補助対象施設】
・営業倉庫
・トラックターミナル
・貨物運送事業者の集配施設
・貨物利用運送事業者の保管等施設
・物流不動産

＜非常用電源設備＞

○物流革新に向けた政策パッケージ（令和５年６月２日我が国の物流の革新に関する関係閣僚
会議決定）（抄）

１.（２）⑤ 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援
（物流施設の機能強化等) 
災害時等におけるサプライチェーンの確保及び円滑な支援物資物流の実現のため、非常用電源設備
の導入促進等により物流施設の災害対応能力の強化等を推進し、地域における防災力の強化等を
推進する。

【要件】
・「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」の考え方に適合する
施設であること

・災害時における地方自治体への協力への意思表明等を行うこと
（関東地方、中部地方、近畿地方、四国地方は、南海トラフ巨大
地震や首都直下地震の被害が想定され、かつ、人口に比して必要
となる施設数が少ないことから、優先的に採択を行う。）

【補助対象設備】
・非常用電源設備（発電設備又は蓄電池）

【補助対象者】
・倉庫事業者
・貨物利用運送事業者
・トラックターミナル事業者
・貨物運送事業者
・物流不動産開発業者

【補助率・上限額】
1/2以内、1,500万円

280kW 40kW

背 景 ・ 経 緯

事 業 内 容
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「物流拠点機能強化支援事業」として１１月２８日まで募集


